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市民文教委員会

文化財課

史跡 二俣城跡及び鳥羽山城跡整備基本計画の策定について 

１ 計画の目的 【別紙１】 

  国指定史跡である二俣城跡及び鳥羽山城跡について、令和元年度に策定した保存活用計画に

基づき、史跡の価値を顕在化させるための今後の整備の具体像を示すことを目的とした、整備

基本計画を策定した。

２ 背 景 

  2021 年７月に「浜松市文化財保存活用地域計画」が国の認定を受けた。両城の整備事業は、

計画の中で重点的に行う事業として位置付けている。また、地域計画や整備基本計画の策定に

より、補助金の交付が円滑になるなど、優遇措置が受けられる。 

３ 経 緯 

2019 年度 史跡二俣城跡及び鳥羽山城跡保存活用計画策定完了、国認定（2020 年３月）

2020 年度 史跡二俣城跡及び鳥羽山城跡整備基本計画の策定作業開始

史跡二俣城跡及び鳥羽山城跡跡整備基本計画検討会の設置、協議 

2021 年度 史跡二俣城跡及び鳥羽山城跡整備基本計画の策定完了

４ 史跡整備の方向性 【別紙２】 

  史跡の本質的価値（考古学的価値）の保存を前提とした価値の顕在化（織豊期城郭の姿の顕

在化）及び景観の維持向上について、保存活用計画で定めた計画期間に基づき、第１～２期

（2022 年～2029 年）の整備を進める。 

５ 整備の基本方針 

［現状把握］ 二俣城跡及び鳥羽山城跡の現状について把握し、今後の整備における課題を

整理・分析する。

［保 存］ 周辺環境との調和を図りながら、城跡の本質的な価値を将来にわたって確実 

に継承できるよう最大限留意し、適切な整備と保存・管理を行う。

［活 用］ 城内に残る曲輪や石垣、堀跡などの価値を顕在化させ、史跡の本質的な価値

を分かりやすく伝えるとともに、城跡の特徴を学ぶ機会を広く提供する。 

［運営体制］ 史跡の適切な保存・管理と活用を実現するため、行政だけでなく地域住民等

と連携した運営体制を構築する。 

６ 今後の予定 

2022 年度 整備工事基本設計の実施、樹木整備基本計画の策定 

2023 年度 整備工事実施設計に先立つ測量・発掘調査 

2024 年度以降 整備実施設計、整備工事 



別紙１ 【史跡二俣城跡及び鳥羽山城跡整備基本計画の概要】 

「史跡二俣城跡及び鳥羽山城跡保存活用計画」で示された基本方針に基づき、史跡を適切に保存し、その価値を確実に次世代へ継承するとともに、市民の憩いの場として魅力ある史跡となることを目的

として、整備基本計画の策定を行いました。 

（１）保存のための整備 

・発掘調査の実施 

 ・遺構の修理・復旧 

 ・境界杭、史跡標識等の設置 

（２）活用のための整備 

・来訪者が安全・快適に利用で

きる環境づくり 

・戦国期から織豊期の山城の姿

の具現化

・地域で育まれ、親しまれてき

た公園機能の維持・向上 

（３）持続可能な整備 

・既存施設の有効利用 

・維持管理の負担軽減化 

目指す姿 
２つの城の価値を未来に向けて確実に継承するとともに、歴史の重層性を感じながら、 

城郭の推移と特徴が理解できる姿 
現状と課題

〇浜松市総合計画 
〇浜松市文化財保存活用地域計画 
「城跡と関連遺産から見る戦国時代」 
→文化財保存活用区域「天竜二俣区域」 

〇史跡二俣城跡及び鳥羽山城跡保存活用計画
〇浜松市歴史的風致維持向上計画 
 →重点区域「天竜二俣地区」 
〇浜松市都市計画マスタープラン 
〇浜松市緑の基本計画 

【二俣城跡】 
・城山稲荷神社設置（1760 年より前） 
・旭ヶ丘神社設置（1954 年） 
・旧天竜市の史跡指定（1961 年）、城山公園（都
市公園）として便益施設整備 

【鳥羽山城跡】 
・地域の観光協会や青年団有志が観光開発（1937
年～）
・鳥羽山公園供用（1951 年～）、都市公園、野
外活動拠点として宿泊所、野外劇場、鳥獣の
飼育小屋整備 
・石碑や句碑設置、サクラの植栽ほか 

・二俣のまちと一体となった地域のシンボル的
な２つの城跡 
・交流人口拡大、まちづくりの核 
・公園整備された城跡の史跡らしさの創出（リ
ニューアル） 
・急な法面の安全性確保と周辺住民への配慮 

整備の基本方針 
・両城をめぐる価値の総体に配慮しながら、戦国期から織豊期の城跡の本質的価値の顕在化を目指す。

・都市公園としての機能を維持するとともに、自然環境との調和性を意識するなど、来訪者が快適に過ごせる環境づくりに配慮する。

・発掘調査で確認した遺構の表示や、植栽管理や園路整備といった整備を行う。

現状と課題の分析

上位関連計画の位置づけ

廃城後の経緯

整 備 計 画 

全体整備方針

・史跡の価値を来訪者が体感できる動線整備 

・園路の再整備と、城内通路の活用 

・ビュースポットや特徴ある遺構を見学でき

る安全な動線の設定 

・計画的な石垣の保存 

・遺構の保存に影響のある工作物の撤去及び

樹木の伐採 

・き損している石垣や土塁の修理・復旧 

・土の城から石の城への変化をみせる遺構の

表現 

・堀切、土塁等の遺構の顕在化 

・地下遺構の表面表示 

・急な法面や石垣の崩落防止と見学者の安全

性確保対策 

・園路整備に伴う地形造成 

・曲輪の排水の現状把握及び排水方法の検討

・ガイダンス機能の設置 

・二俣地区の文化施設・文化財との連携 

・境界杭、史跡標識の設置 

・園路の改修と新設 

・既設の駐車場、トイレ、ベンチ、展望台

などの活用と、改修・新設 

・既存施設の段階的な整理 

・排水、照明等施設の取扱い方法の検討 

・二俣市街地周辺に大型バス駐車場確保の

検討 

・案内・解説サインの設置 

・サインデザインの統一 

・情報更新に伴うサインの改修 

・城郭らしい景観を意識した修景 

・樹木管理計画の策定 

・遺構の保存に影響のある樹木の伐採 

・樹木や植栽、土砂、工作物などの撤去 

・ビュースポットからの眺望確保 

・トイレ等公園施設の修景 

・発掘調査の継続 

・文献調査の継続 

・石垣調査の実施 

・眺望やまちなみ景観などの環境保全を促すた

めに、必要な事項を検討

・市域の城跡との連携（浜松城跡等） 

・調査研究の推進 

・学校教育・生涯学習への活用 

・二俣地区の文化財との連携（光明山古墳等）

・二俣の観光・まちづくりと一体となった活用

・社会教育の場として活用 

・イベントの開催 

・民間事業者などとの連携 

・情報発信の推進

・管理・運営に関する調査研究の推進 

・庁内の管理区分の明確化と役割分担の明確化 

・多様な主体による管理・運営の体制整備 

② 遺構の保存・修復・表現

① 動 線

③ 地形造成

④ 修景・植栽

⑤ 案内・解説施設

⑥ 管理・便益施設

⑧ 公開・活用施設

⑨ 周辺地域の環境保全

⑩ 関連文化財群等との有機的な整備活用

⑪ 調 査

⑫ 公開・活用

⑬ 管理・運営 

○史跡の中枢部 

・史跡の本質的価値の保存、活用のための

整備を集中的に実施 

・史跡にそぐわない施設の整理及び必要な

施設の再整備 

○史跡の縁辺部 

・樹木伐採、間伐、剪定 

・危険な急斜面の防災対策 

・史跡にそぐわない施設の整理及び必要な

施設の再整備 

○史跡指定地に隣接する区域 

・所有者の合意のもと発掘調査を実施し、

追加指定を検討 

・遺構の保存に配慮しながらアクセス道路

の維持向上を図る

⑦ 地区区分

・樹木調査の実施 

・景観認知調査の実施等 



別紙２ 【完成予想図】

二俣城跡完成予想図 

二俣城跡中仕切門完成予想図 



鳥羽山城跡完成予想図 


